
３ 震災対策の一層の推進 

勧     告 説明図表番号 

 今回、地域を限定せず、「我が国のどこでも地震が発生し得るもの」との考え方の下、

地震災害と津波災害に係る応急対策のうち、特に、発災直後の初動の対策や人命に関わ

る対策を中心に、ⅰ）情報の収集・連絡体制及び活動体制、ⅱ）救助・救急、医療活動、

ⅲ）避難収容、ⅳ）物資の調達、供給、ⅴ）自発的支援の受入れについて、国及び平成

25 年３月末現在の地方公共団体における東日本大震災の教訓を踏まえた対策への取組

状況を調査した。 

 その結果、明らかとなった横断的な課題は、以下のとおりである。 

 

(1) 国の支援による地方公共団体における震災対策の推進 

  災害応急対策は、基礎的な地方公共団体である市町村が第一義的に当たり、都道府

県は、市町村を助け、総合調整を行うことが責務とされている。一方、国は、地方公

共団体等が処理する防災に関する事務又は業務の実施の推進とその総合調整を行わな

ければならないとされている。 

  内閣府を始めとした関係府省では、災害対策基本法の改正や防災基本計画の修正、

防災対策推進検討会議最終報告等を踏まえ、今後の震災に備えた具体的な対策やその

実効性の確保方策等の検討を進めている。 

  地方公共団体における東日本大震災の教訓を踏まえた対策への取組状況をみると、

全体として、一定の取組がなされており、また、取組が進んでいないものについても、

地方公共団体の責務を踏まえ、想定される災害の緊要度や地方公共団体の実情に応じ、

今後、水準の向上が期待される。一方、以下については、地方公共団体の自主性を尊

重しつつも、地方公共団体における取組を一層推進するため、国による支援が必要な

状況となっている。 

 

 ① 地方公共団体の広域的な協力体制の構築 

   東日本大震災では、複数の地方公共団体による応援や地方公共団体の区域を越え

た広域避難が行われた。しかし、地方公共団体間の応援に関する仕組みや広域避難

を想定した備えが十分整っていなかったことから、東日本大震災後、災害対策基本

法の改正により、大規模広域な災害に対する即応力の強化等所要の措置が新たに規

定された。当該改正を踏まえ、国は、防災基本計画を修正し、地方公共団体に対し、

応援計画・受援計画や広域避難に係る手順等の策定に努めることを求めている。 

   しかし、応援計画・受援計画について、地方公共団体における策定状況をみると、

策定しているものは、共に都道府県で約４割、市町で約１割となっている。また、

広域避難に係る手順等について、地方公共団体における策定状況をみると、策定し

ているものは、都道府県で約２割、市町では１割にも満たないものとなっている。

これらの策定については、必ずしも新たな計画等の策定を求めるものではないこと

もあり、策定していない地方公共団体では、既存の相互応援協定で対応することを

未策定の理由とするものなどもあるが、中には、未策定理由について、策定のため
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の知識やノウハウの不足を挙げるものがある。また、国に対し、応援計画等の具体

的な内容を記載したマニュアルやひな型、ガイドライン等の提供を求める意見・要

望があり、その策定に苦慮している状況がみられる。 

   応援計画・受援計画や広域避難の手順等の策定は、地域特性や災害特性に応じ、

各地方公共団体が検討すべき事項であるが、これらは他の地方公共団体と整合性を

持って策定されることが必要であり、また、それぞれが関連するものである。マニ

ュアル等の提供を求めている地方公共団体においては、その必要性について、各地

方公共団体独自の取組では地方公共団体間で齟齬が生じるおそれがあるため、全国

の地方公共団体が共通認識を持って策定できるようにするためなどとしている。 

   応援計画・受援計画や広域避難の手順等の策定については、その前提となる全国

規模の広域的な応援体制について、全国知事会が、平成 25年度に広域応援推進検討

ワーキンググループを設置し、広域的な応援の具体的な在り方や被災都道府県にお

ける受援体制の整備、広域避難に係る具体的な運用等の検討を行っており、これに

内閣府及び消防庁も参加している。内閣府及び消防庁では、同ワーキンググループ

の検討結果に基づき、都道府県における応援計画等の策定が推進され、検討結果が

都道府県から市町村にも提示されることにより、市町村における応援計画等の策定

の推進にもつながっていくことになるとしている。 

   なお、地方公共団体の情報システムについては、自治体クラウドの導入が進めら

れており、また、東日本大震災に際しては、多彩なクラウドサービスが提供され、

復旧・復興の大きな手助けとなった等その有用性や重要性が指摘されている。こう

したことから、職員の派遣や物資の提供など人的・物的支援やその受入れが迅速に

行われるよう、電子化やクラウドサービスの活用による国と地方公共団体の間や地

方公共団体間における情報の共有化を推進していくことも重要である。 

 

 ② 地方公共団体における物資・燃料の調達、供給体制の整備への支援 

   東日本大震災では、地方公共団体の機能が喪失し、従来の市町村又は都道府県単

体での対応は機能せず、国による物資や燃料の調達、供給が行われた。国は、この

教訓を踏まえ、災害対策基本法の改正によるプッシュ型支援による供給の仕組みや、

石油備蓄法の改正による石油精製業者等が連携して燃料の供給を行う仕組みを新た

に整備している。 

   しかし、その具体的な内容については、次のとおり、明らかにされていない。 

  ⅰ）燃料を除く物資の調達、供給については、現在、内閣府を中心に、農林水産省、

厚生労働省、経済産業省及び国土交通省において、プッシュ型支援の運用方法等

の検討が行われている。 

    プッシュ型支援は、被災地からの要請がなくても、国や他の地方公共団体が物

資を確保し送り込むものであり、東日本大震災の被災地において、発災直後より、

大量の物資が送付されても対応できる物流体制を整えておく必要があるなどの教

訓がみられるように、プッシュ型支援の円滑な実施のためには、物資の集積拠点

や輸送体制の整備等受入側の体制の整備が必要である。 
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    しかし、地方公共団体における集積拠点の管理・運営に関する民間事業者との

協定の締結状況をみると、協定を締結しているものは、都道府県で約８割、市町

で１割弱となっている。また、物資の輸送に関する民間事業者との協定の締結状

況をみると、協定を締結しているものは、都道府県で全て、市町で約５割となっ

ている。これらの協定を締結していない地方公共団体では、その理由として、職

員や公用車により対応するため不要とするものがあり、基本的に、大量の物資の

受入れを想定しておらず、プッシュ型支援が行われた場合、円滑な実施が危惧さ

れる。 

    また、防災対策推進検討会議最終報告において、「「プッシュ型」の支援の運用

については、国は、供給の仕組みの整備と併せて、被災地の情報が不足する中で、

どの程度の種類と量をどこに送り込むのかの判断基準を物資のパッケージ化も含

めてあらかじめ整理し、地方公共団体と認識を共有すべきである。受入れ側とな

る地方公共団体は、集積拠点の開設や民間事業者への連絡・要請等における役割

分担など、具体的な行動をあらかじめ定めるべきである。」とされているが、いま

だ、プッシュ型支援の運用方法等は明らかにされていない。このため、地方公共

団体の中からは、国に対する意見・要望として、集積拠点の開設場所を検討する

ため、輸送手段や方法を具体的に示してほしいとするもの、国、都道府県及び市

町村の役割分担が明確になっておらず、市町村が対応すべき事項が不明なことか

ら、国の支援のスキームを明示してほしいとするものなどが聴かれ、プッシュ型

支援への対応に困惑している状況もみられる。 

 

  ⅱ）燃料の調達、供給については、現在、経済産業省において、災害時石油供給連

携計画の実効性の確保に向けた課題等の整理・検討や、内閣府とともに、災害時

の都道府県からの供給要請内容の情報システムを活用した共有方法等についての

検討が行われているが、受入側である地方公共団体において取り組むべき事項等

については十分な検討に至っていない。 

    一方、地方公共団体においては、燃料は危険物であり、有資格者による取扱い

を要することなどから、災害時の燃料確保方策は、市中の給油所等石油販売事業

者からの調達を基本に検討されており、石油販売事業者等との優先給油に関する

協定の締結状況をみると、協定を締結しているものは、都道府県で約９割、市町

で６割弱となっている。これらの協定を締結していない地方公共団体では、その

理由として、災害時にあっても平常時に取引のある石油販売事業者に供給を依頼

するだけであるため不要とするものがある。また、地方公共団体の中には、災害

時の燃料確保に関する課題として、大規模広域災害時には、地方公共団体では対

応できないため、国等において燃料の供給を行うべきであるとするものがある。 

    このように災害時に必要となる燃料の量の把握など燃料途絶・不足を想定した

対策を検討している地方公共団体は少なく、災害時石油供給連携計画に基づく供

給が行われた場合、地方公共団体内での円滑な実施が危惧される。 

    また、地方公共団体の中には、a）災害時石油供給連携計画に基づく被災地への
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供給の手順や供給・輸送方法、市町村が対応すべき事項等が不明なことから、国

の考えに対応した体制の整備やタンクローリーの確保など地方公共団体としての

備えの検討ができない、b）災害時の燃料の確保は市町村だけで対応できるもので

はなく、大規模広域災害に備え、国、都道府県、市町村及び事業者の役割分担を

明確にした上で、一体となった対策・体制の構築が必要であるなどとするものが

ある。 

 

(2) 都道府県の支援による市町村における福祉避難所の人材及び応急仮設住宅の建設用

地の確保の推進 

  地方公共団体における東日本大震災の教訓を踏まえた対策への取組状況をみると、

福祉避難所の人材の確保及び応急仮設住宅の建設用地の確保については、市町におい

て取組が行われているものの、以下のとおり、対応に苦慮しており、広域的な観点か

ら、都道府県による支援が必要な状況となっている。 

 

① 福祉避難所については、約８割の市町が指定しており、このうち、福祉避難所で

活動する介護職員等を確保済みとしているものは、約６割となっている。 

   しかし、市町の中には、介護職員等の人材は、平常時でも確保が困難であり、災

害時に確保できるか疑問とするものがある。 

   福祉避難所の人材確保については、平成 24年９月の防災基本計画の修正により、

都道府県は、あらかじめ介護保険施設等に対して、災害時に派遣可能な職員数の登

録を要請するなどにより、介護職員等の派遣体制の整備に努めることが追加されて

いるが、福祉避難所で活動する人材を確保する取組を行っている都道府県は、約２

割となっている。 

   当該取組を行っていない都道府県では、その理由として、福祉避難所の運営は市

町村の業務であるためなどとしており、防災基本計画の修正の趣旨等が認識されて

いるとは言い難い。 

 

② 応急仮設住宅の建設用地については、約７割の市町が事前に選定済みとしてい

る。 

   しかし、市町の中には、建設に適した平地が少なく、選定に苦慮しているなどと

するものがある。また、被害想定に基づき建設が必要な戸数を算出し、事前に建設

用地を選定済みとしている市町においても、必要な戸数の用地は確保できていない

とするものが半数近くみられる。 

   一方、都道府県の中には、広域的な見地から、建設用地の事前選定及び確保のた

め、都道府県内の建設用地の情報をデータベース化し市町村と共有することにより、

市町村間の調整を可能としている例や、都道府県及び市町村の担当者による検討会

を開催している例など、広域的な見地から、都道府県が市町村を支援しているもの

がある。 
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(3) 都道府県のニーズに合致したＤＭＡＴ隊員養成研修の実施 

  東日本大震災後、厚生労働省は、ＤＭＡＴの保有を災害拠点病院の指定要件とし、

全災害拠点病院でＤＭＡＴを保有できるよう、ＤＭＡＴの養成を推進している。 

  ＤＭＡＴの隊員となるためには、厚生労働省が実施する日本ＤＭＡＴ隊員養成研修

の修了が要件とされ、当該研修は、医師、看護師及び業務調整員で構成されるＤＭＡ

Ｔのチームを養成するためのチームを対象とした研修と、チームの欠員補充や予備人

員の確保のための個人を対象とした研修の二つに大別される。 

  都道府県の中からは、日本ＤＭＡＴ隊員養成研修の全体の研修枠を増やしてほしい

とする意見・要望が聴かれ、特に、個人を対象とした研修を希望どおり受講できない

ため、ⅰ）隊員の異動や退職、高齢化等によりチームの維持が困難となっており、チ

ーム数が減少している、ⅱ）ＤＭＡＴの隊員となり得る人員は確保しているものの、

ＤＭＡＴの隊員資格を得られないなどとするものがある。 

  厚生労働省では、日本ＤＭＡＴ隊員養成研修の実施に当たっては、ＤＭＡＴの保有

を災害拠点病院の指定要件としたことに伴い、個人を対象とした研修よりチームを対

象とした研修に重点を置いている、また、研修の受講枠数や回数の拡大のためには、

研修講師となるＤＭＡＴの現役隊員の確保が必要となるが、希望者が少ないとしてい

る。 

  一方、各都道府県におけるＤＭＡＴの最終的な配備目標は、平成 24 年４月現在、

1,378チームであるのに対し、25年４月 1日現在の配備数は 1,150であり、さらに、

25 年度の養成研修において、178チームが養成される見込みとなっていることから、

25年度末における配備目標は残り 50チームと推測される。 

  このため、平成 26年度以降は、チームより個人を対象とした研修に重点を移すこと

は可能と考えられる。 

  また、厚生労働省は、毎年度、都道府県を通じて、個人の受講希望者数を把握して

いるものの、受講希望の理由や、その理由が欠員補充など緊急性を要するものである

か否かについては把握していない。 

 

【所見】 

 したがって、関係府省は、東日本大震災を踏まえた震災対策を、一層推進する観点か

ら、以下の措置を講ずる必要がある。 

 

(1) 国の支援による地方公共団体における震災対策の推進 

 ① 地方公共団体の広域的な協力体制の構築 

   応援計画・受援計画や広域避難に係る手順等の策定については、全国知事会の広

域応援体制に関する検討が円滑に進むよう、必要に応じ助言を行うなど、引き続き

検討作業に協力するとともに、市町村においてもこれらの計画等が円滑に策定され

るよう、その検討結果の提示を図ること。 

   なお、応援計画等の策定支援に際しては、人的・物的支援やその受入れが迅速に

行われるよう、電子化による情報の共有化について留意すること。 
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（内閣府、総務省（消防庁）） 

 ② 地方公共団体における物資・燃料の調達、供給体制の整備への支援 

  ⅰ）国によるプッシュ型支援について、物資関係省庁と連携し、国が行う事項と受

入側である地方公共団体が行うべき事項を明確化し、地方公共団体に対し、明示

すること。（内閣府） 

  ⅱ）国による燃料の調達、供給について、災害時石油供給連携計画に基づき国や事

業者が行う事項と受入側である地方公共団体が行うべき事項を明確化し、地方公

共団体に対し、明示すること。（内閣府、経済産業省） 

 ③ 地方公共団体に対する支援内容及びその実施時期の明示等 

   上記①及び②の支援に当たっては、地方公共団体が計画的に震災対策に取り組め

るよう、関係省庁と連携し、優先順位を勘案した上で、地方公共団体に対し、支援

の内容とその実施時期を明示すること。（内閣府） 

   また、実施した支援について、地方公共団体における取組状況のフォローアップ

を行うこと。（内閣府、総務省（消防庁）、経済産業省） 

 

(2) 都道府県の支援による市町村における福祉避難所の人材及び応急仮設住宅の建設用

地の確保の推進 

 ① 福祉避難所の人材の確保について、都道府県に対し、都道府県が市町村の支援を

行っている取組事例を提供するとともに、防災基本計画に定められている趣旨を踏

まえ、市町村への積極的な支援の実施を要請するなどにより、福祉避難所において

活動する必要な人材の確保を推進すること。（厚生労働省） 

 ② 応急仮設住宅の建設用地の事前確保について、都道府県に対し、都道府県が市町

村の支援を行っている取組事例を提供するとともに、市町村への積極的な支援の実

施を要請するなどにより、必要な戸数の応急仮設住宅の建設用地の確保を推進する

こと。（内閣府） 

 

(3) 都道府県のニーズに合致したＤＭＡＴ隊員養成研修の実施 

  ＤＭＡＴ隊員養成研修については、都道府県における受講希望数のみならず、その

受講希望理由を把握した上で、当該把握結果を踏まえ、研修の実施方法を見直すこと

や、都道府県に対し、研修講師の確保に向けて協力を要請することなどにより、都道

府県のニーズに合致した研修を実施すること。（厚生労働省） 
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